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報告第９号 

 

   令和６年度(2024 年度)城陽市水道事業会計予算繰越計算書    

の報告について 

 

令和６年度（２０２４年度）城陽市水道事業会計予算のうち、建設又

は改良に要する経費の一部について、別紙のとおり令和７年度（２０２

５年度）に繰り越したので、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号）第２６条第３項の規定に基づき報告する。 

 

  令和７年６月１８日報告 

   (2025 年 ) 

 

                 城陽市長 奥  田  敏  晴     
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参照条文 

 

 地方公営企業法（抜粋） 

 （予算の繰越） 

第２６条 予算に定めた地方公営企業の建設又は改良に要する経費のう

ち、年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管

理者は、その額を翌年度に繰り越して使用することができる。 

２         略  

３  前２項の規定により予算を繰り越した場合においては、管理者は、

地方公共団体の長に繰越額の使用に関する計画について報告をするも

のとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨

を議会に報告しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


